
- 136 -

第８節 化学物質の環境安全管理

１ 化学物質に関する環境調査

(1) 概要

化学物質は，様々な用途に有用性をもち，現代生活のあらゆる面で利用されており，人

類の生活の向上に多大の寄与をしています。その反面，化学物質の中には，その製造，流

通，使用，廃棄等の様々な過程で環境中に放出され，環境中での残留，食物連鎖による生

物濃縮などを通じて，人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものがあります。

国においては，平成５年11月に制定した「環境基本法」に基づき平成６年12月に策定し

た「環境基本計画」の中で，化学物質の環境リスク（環境の保全上の支障を生じさせるお

それ）の低減対策を，環境保全に関する基本的な事項の一つとして明確に位置付けたとこ

ろであり，環境リスクをできるだけ定量的に評価するとともに，総体として低減させるこ

とを目指し，各般の施策を実施することとしています。

化学物質で環境を悪化させてしまった場合，その回復は莫大な労力，金額をかけても容

易でないばかりか，時として，取り返しのつかない結果ともなりえます。したがって，環

境媒体が化学物質に暴露されることにより，人の健康に悪影響を及ぼすことを未然に防止

するため，化学物質の環境中の残留レベルを監視し，必要な場合に対策を講じていくこと

は必要不可欠です。この観点のもとに本県では，昭和59年度から環境省の委託を受け，化

学物質環境実態調査（化学物質エコ調査）を実施しており，現在は平成16年５月に発効し

た「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs条約）」に基づく対象物質や

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）」に基づく特定化学物質等に

ついてモニタリング調査を実施しています。

(2) 平成29年度環境省委託調査

POPs条約対象物質及び化審法第１，２種特定化学物質等の環境実態を経年的に把握する

ことを目的とした調査（モニタリング調査）です。（表３－79）

表３－79 モニタリング調査内容（平成29年度）

区分 調査地点 調査対象物質

水質 五反田川及び天降川 POPs等 9物質群

底質 五反田川及び天降川 〃 10物質群

生物 薩摩半島西岸のスズキ 〃 11物質群

大気 鹿児島市 〃 12物質群

２ ダイオキシン類対策

(1) ダイオキシン類とは

有機塩素系化合物であるＰＣＤＤ（ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン），ＰＣＤＦ

（ポリ塩化ジベンゾフラン），コプラナーＰＣＢ（コプラナーポリ塩化ビフェニル）の総

称で，図３－34に示すような構造をしています。それらは，物質の製造，廃棄等の人為的

な過程や，環境中での反応等の自然的な過程を経て，非意図的に生成される物質です。

化学構造の違いによって220種類以上の異性体があり，このうち，毒性があるとみなさ

れているのは29種類であり，特に，2,3,7,8－ＴｅＣＤＤは強い発ガン性，催奇形性を持つ

といわれています。
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主な発生源は，ごみ焼却施設などや製鋼用電気炉などです。

環境中への排出を減らすために，これまでダイオキシン類対策特別措置法や，廃棄物処

理法，大気汚染防止法に基づき，ごみ焼却施設などに対する排出ガス規制や構造の改善な

どの対策が進められています。

「ダイオキシン対策推進基本方針」（平成11年3月ダイオキシン対策関係閣僚会議決定）

及びダイオキシン類対策特別措置法第33条第１項に基づき定められた「我が国における事

業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」（平成24年８月変更）

では，「ダイオキシン類削減目標量は176g-TEQ/年」となっています。この削減目標と比較

すると，平成28年排出総量の112g-TEQ/年は目標量を下回っており，削減目標は達成された

と評価されています。

図３－34 ダイオキシン類の構造式

(2) ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類による環境汚染の防止やその除去等を図り，国民の健康を保護すること

を目的として，平成11年７月に成立・公布され，平成12年１月から施行された法律です。

まず，耐容一日摂取量（ＴＤＩ；ヒトが一生涯にわたり連日摂取し続けても健康に対す

る有害な影響がないと判断される１日体重１kg当たりのダイオキシン類摂取量）が4pg-

TEQ/kg体重/日と定められ，大気の汚染・水質の汚濁・底質の汚染・土壌の汚染に係る環境

基準（環境中のダイオキシン類濃度の基準）についても，それぞれ,0.6pg-TEQ/m３以下，

１pg-TEQ/L以下，150pg-TEQ/g以下，1000pg-TEQ/g以下と定められました。

さらに，廃棄物焼却炉やアルミニウム合金溶解炉等を特定施設として指定し，特定施設

設置者は，排出基準等を遵守するとともに，毎年１回以上ダイオキシン類の濃度を自主測

定し県知事へ報告することが義務付けられました。（資料編８－(1)(2)(3)）

(3) 県の取組

① ダイオキシン類常時監視調査

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき，県（国，市町及び一部事務組合を含む。）

では，平成29年度に大気16地点，公共用水域の水質26地点，底質19地点，地下水27地点，

土壌36地点，計124地点のダイオキシン類による汚染の状況について，常時監視調査を

実施しました。

その結果，全ての地点で環境基準を達成しました。（表３－80）
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表３－80 ダイオキシン類常時監視調査結果（平成29年度）

環 境 調 査 調査結果 全 国 環境
区 分 平均値 単 位

媒 体 地点数 平均値 最小値 最大値 (※４) 基準

全 体 16 0.014 0.0049 0.050

大気 一般環境 6 0.0087 0.0049 0.014 0.018 0.6 pg-TEQ/ 

（※１） 発生源周辺(※３) 8 0.020 0.0080 0.050 以下

沿道 2 0.0079 0.0071 0.0087

公共用 全 体 26 0.10 0.020 0.51

水域水 河川 19 0.12 0.027 0.51 0.18 1 pg-TEQ/L

質 湖沼 2 0.056 0.029 0.082 以下

（※２） 海域 5 0.024 0.020 0.027

公共用 全 体 19 1.9 0.16 14

水域底 河川 12 0.5 0.16 1.4 6.8 150 pg-TEQ/g

質 湖沼 2 8.1 2.2 14 以下

（※２） 海域 5 2.7 0.40 6.0

地下水 全 体 27 0.034 0.022 0.063

水質 一般環境 14 0.024 0.022 0.029 0.055 1 pg-TEQ/L

（※２） 発生源周辺(※３) 13 0.045 0.029 0.063 以下

土壌 全 体 36 2.5 0.00039 13

（※２） 一般環境 11 0.19 0.00039 0.96 3.2 1000 pg-TEQ/g

発生源周辺(※３) 25 3.5 0.0026 13 以下

※１ 大気：各地点年１～４回の調査

※２ 公共用水域（水質，底質），地下水質及び土壌：各地点年１回の調査

※３ 発生源周辺：廃棄物処理施設の周辺地域

※４ 全国平均値は平成28年度の調査結果

② 焼却施設等のダイオキシン対策

ア 特定施設設置者による測定状況

ダイオキシン類対策特別措置法では，廃棄物焼却施設などダイオキシン類を排出す

る施設（特定施設）の設置者は年１回以上の測定（自主測定）を実施し，その結果を

知事に報告しなければならないとされています。

平成29年度中に測定を実施し，報告のあった廃棄物焼却施設の排出ガス中のダイオ

キシン類濃度の測定結果は，0ng-TEQ/m3N～5.0ng-TEQ/m3Nの範囲にあり,全ての施設

で排出基準に適合していました。（表３－81）

また，ばいじん及び焼却灰の測定結果は，それぞれ0ng-TEQ/g～9.5ng-TEQ/g，0ng-

TEQ/g～1.3ng-TEQ/gの範囲にありました。

なお，ばいじんと焼却灰については，排出基準は定められていませんが，埋立処分

等を行う場合に，処分基準（３ng-TEQ/g）が適用されることから，設置者に対し適正

処理について指導を行っています。

廃棄物焼却炉以外の特定施設２施設（アルミニウム合金溶解炉），クラフトパルプ

漂白施設）についても，設置者による測定結果は排出基準に適合していました。
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表３－81 廃棄物焼却施設に係る設置者による測定の状況

焼却能力 50kg/h以上 100kg/h以上 200kg/h以上 2000kg/h以上

区 分 100kg/h未満 200kg/h未満 2000kg/h未満 4000kg/h未満
計

届出焼却炉数 17 74 47 25 154

稼 働 炉 数 13 54 33 19 119

排
測定炉数 12 53 32 19 116

出
ガ

実 施 率(%) 92% 98% 97% 100% 97%
ス
ば 測定可能炉数:1 測定可能炉数:39 測定可能炉数:29 測定可能炉数:19 測定可能炉数:88

測定炉数
い 1 38 28 19 86
じ

実 施 率(%) 100% 97% 97% 100% 98%
ん
焼 測定可能炉数:12 測定可能炉数:53 測定可能炉数:32 測定可能炉数:15 測定可能炉数:112

測定炉数
11 52 31 15 109

却
実 施 率(%) 92% 98% 97% 100% 97%

灰

※１ 焼却能力が50kg/h未満で火床面積が0.5m2以上の施設については，焼却能力が50kg/h以上100kg/h未

満の欄に計上している。

※２ 稼働炉数とは,年間を通じて休止・建設中以外の稼働中の焼却炉であり,かつ，設置後１年以上経過

したものの数。

※３ 測定可能炉数とは，ばいじんについては，稼働炉数から集塵装置がない施設数，ばいじんの発生が

僅かで測定できなかった施設数を除いた施設数である。焼却灰については，稼働炉数から構造上焼却

灰の発生がない流動床炉の施設数等を除いた施設数である。

イ 行政による立入調査結果

ダイオキシン類対策特別措置法等の適正な施行を確保するため，県は立入調査を実

施しています。

平成29年度は，廃棄物焼却施設の排出ガス（７施設）と廃棄物最終処分場の放流水

（７施設）及び地下水（７施設）の立入調査を実施しました。

調査結果は，全ての施設で排出基準（地下水については環境基準）に適合していま

した。（表３－82）

表３－82 立入調査結果の概要

排出基準等区 分 施設数 測定結果の範囲
超過施設数

廃棄物焼却炉 排出ガス 7 0.0032 ～ 0.72ng-TEQ/m3N 0

廃 棄 物 放流水 7 0 ～ 0.10pg-TEQ/L 0

最終処分場 地下水 7 0.0000057 ～ 0.0021pg-TEQ/L 0
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３ 内分泌かく乱化学物質等対策

内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）は，正式には外因性内分泌かく乱化学物質といい，

「動物の生体内に取り込まれた場合に，本来，その生体内で営まれている正常なホルモン作

用に影響を与える外因性の物質」を意味します。

環境省は，平成10年5月(平成12年11月改訂)に内分泌かく乱化学物質に関する基本的な考え

方，今後の対応方針等，環境ホルモン作用が疑われる67物質(改訂後65)をリストアップした

「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」を策定しました。また，平成17年3月に「化学物質の内分

泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針について-ExTEND2005-」を,平成22年7月に

「化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応-EXTEND2010-」，平成28年６月に「化学

物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応-EXTEND2016-」を取りまとめ，平成28年度から

はこれに基づき調査研究等を推進しています。

県では，内分泌かく乱化学物質については，人の健康や健康への影響について未解明な部

分が多く，多岐な分野にわたることから｢内分泌かく乱化学物質等情報交換検討会｣の関係各

課において監視調査や残留農薬試験等を実施するとともに，情報の提供，収集を行っていま

す。

４ ＰＲＴＲ制度（化学物質排出移動量届出制度）

Pollutant Release and Transfer Registerの略称で，有害性のある多種多様な化学物質が，

どのような発生源から，どれくらい環境中に排出されたか，あるいは廃棄物に含まれて事業

所の外に運び出されたかというデータを把握し，集計，公表する制度のことです。

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」が制定さ

れ，このＰＲＴＲ制度が導入されました。これにより，平成14年４月以降，対象業種（製造

業など23業種）のうち，一定の要件を満たす事業者は，第一種指定化学物質（ベンゼン，ダ

イオキシン類など354物質）の環境への排出量等を，都道府県を経由して国への届出が義務付

けられ，国や県は届出情報を集計・公表しています。（平成22年度以降把握の対象となる第

一種指定化学物質は462物質，対象業種は24業種）

平成29年度には平成28年度の排出量・移動量について県内450の事業所から届出がありまし

た。

事業者から届出のあった平成28年度の本県の排出量・移動量の全体の内訳は，総排出量・

移動量約676トンに対して総排出量約529トン，総移動量約148トンとなっています。

排出の内訳は，大気への排出401トン(総排出・移動量比59％)，公共用水域への排出127ト

ン(同19％)，土壌への排出1.2トン(同0.18％)であり，事業所内での埋め立て処分はありませ

んでした。

また，移動の内訳は事業所外への廃棄物としての移動148トン（同22％），下水道への移動

０トンとなっています。（表３－83，図３－35）
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表３－83 排出量・移動量の業種別届出状況（平成28年度）
業種 届出数 業種 届出数

金属鉱業 2 電気業 26
食料品製造業 10 下水道業 23
飲料・たばこ・飼料製造業 7 倉庫業 5
酒類製造業 1 石油卸売業 12
繊維工業 1 燃料小売業 262
木材・木製品製造業 1 洗濯業 1
パルプ・紙・紙加工品製造業 2 自動車整備業 1

製 化学工業 6 一般廃棄物処理業（ごみ処分業に 34
農薬製造業 1 限る。）
石油製品・石炭製品製造業 7 産業廃棄物処分業 8

造 プラスチック製品製造業 1 特別管理産業廃棄物処分業 1
窯業・土石製品製造業 2 医療業 2
非鉄金属製造業 3 高等教育機関 2

業 金属製品製造業 3 自然科学研究所 3
一般機械器具製造業 2
電気機械器具製造業 14
輸送用機械器具製造業 2
船舶製造・修理，舶用機関製造業 3
精密機械器具製造業 1
その他の製造業 1 合計 450

図３－35 届出排出量・移動量の上位物質とその量（平成28年度）

※ 各化学物質毎の（ ）の数値と内訳は，端数の関係で異なることがあります。
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